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◉金沢市告示第46号
　道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定により、市道の路線を次のように認定します。
　なお、その関係図面は、金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成20年３月28日から同年４月11日まで一般
の縦覧に供します。
　　平成20年３月28日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　

整理番号 路　線　名 起　点　及　び　終　点 重要な経過地

373
２ 級 幹 線 373号
石 引 ・ 野 田 線

石 引 ２ 丁 目  80 番 １ 先から
野田土地区画整理事業地内 12街区　 22 番  先まで

1619 野 田 町 線 15号
野 田 町 　 ９ 番 １ 先から
長 坂 町 丑　　 11 番 １ 先まで

◉金沢市告示第47号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、市道の区域を次のように決定します。
　なお、その区域を表示した図面は、金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成20年３月28日から同年４月11
日まで一般の縦覧に供します。
　　平成20年３月28日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　

道路の種類 路　　　線　　　名 幅　員（ｍ） 延　長（ｍ）
二級幹線 ２級幹線373号石引・野田線 4.0 ～ 64.0 3,178（36）
一般市道 野田町線15号 8.9 ～ 26.0 318

◉金沢市告示第48号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次の道路の供用を開始します。
　なお、その区間を表示した図面は、金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成20年３月28日から同年４月11
日まで一般の縦覧に供します。
　　平成20年３月28日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　

路　線　名 区　　　　　間 供用開始日
２ 級 幹 線 373号
石 引 ・ 野 田 線

石 引 ２ 丁 目  80 番 １ 先から
野 田 町 　 ９ 番 １ 先まで

平成20年３月28日

野 田 町 線 15 号
野 田 町 　 ９ 番 １ 先から
長 坂 町 丑　 11 番 １ 先まで
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